
 
 

公示第  ６ 号 
 
 
 

「中部国際空港における航空機と陸地との間の交通場所並びに 
貨物の積卸場所の指定について」の一部改正について 

 
 

関税法（昭和２９年法律第６１号）第２４条第１項の規定により、｢中部国際空港にお

ける航空機と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定について｣（平成１７年

２月１７日公示第１号）の一部を下記のとおり改正し、同法施行令（昭和２９年政令第１

５０号）第２２条第１項の規定により公告する。 
 

 令和８年４月２７日 
 

中部空港税関支署長  松 古 和 三 
 
 

記 
 
 
 

「中部国際空港における航空機と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指

定について」（平成１７年２月１７日公示第１号）の一部を次のように改正する。  
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改め

る。 
 
 

附 則 
この公示は、令和８年５月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「中部国際空港における航空機と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定について」（平成１７年２月１７日公示第１号） 新旧対照表 
（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 
 

別紙 
 

交 通 場 所 及 び 積 卸 場 所 制    限 

交

通

場

所 

[１・２ 略] 

３．国際線第２ビルのビジネスジェットターミナルから外航機

用スポットに駐機する航空機に至る通路 
[略] 

[４～８ 略] 

９．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第２ビルの

ビジネスジェットターミナルに至る通路 
[略] 

[１０～１６ 略] 

積 

卸 

場 

所 

[略] 

（注）外航機用スポットとは、第１、第１０から第１２まで、第１４から第２５ま

で、第７１から第８０まで、第７２Ａ、第７４Ａ、第１０１から第１１９まで、第

２０１から第２０６まで、第３０１から第３０６まで、第４０１から第４０３まで、

第４０５から第４０８まで、第４００Ｄから第４００Ｆまで、第５０１から第５０

８まで、第５００Ａから第５００Ｆまで、第６０１Ｗ、第６０１Ｅ、Ｎ１からＮ６

までの各スポットをいう。 

 
別紙（中空公示第１号） 

 

交 通 場 所 及 び 積 卸 場 所 制    限 

交

通

場

所 

[１・２ 同左] 

３．国際線第２ビルのビジネスジェットゲートから外航機

用スポットに駐機する航空機に至る通路 
[同左] 

[４～８ 同左] 

９．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第２ビ

ルのビジネスジェットゲートに至る通路 
[同左] 

[１０～１６ 同左] 

積 

卸 

場 

所 

[同左] 

（注）外航機用スポットとは、第１、第１０から第１２まで、第１４から第２５ま

で、第７１から第７８まで、第７２Ａ、第７４Ａ、第１０１から第１１９まで、第

２０１から第２０６まで、第３０１から第３０６まで、第４０１から第４０３まで、

第４０５から第４０８まで、第４００Ｄから第４００Ｆまで、第５０１から第５０

８まで、第５００Ａから第５００Ｆまで、第６０１Ｗ、第６０１Ｅ、Ｎ１からＮ６

までの各スポットを言う。 

 


